（様式第4号）

宣誓・同意書
美祢市商工会長　様

私は、「美祢あきない活性化応援事業補助金交付要綱」に記載されているすべての項目を確認のうえ、交付申請に際し、下記の事項を宣誓及び同意します。
１　補助金交付後、原則3年以上事業を継続する意思があります。（交付要綱第3条第4号）
２　国、県又は市等から同一の対象経費について、補助金の交付を受けた又は受ける予定がないこと。（交付要綱第3条第11号）
３　補助対象者又は同居する親族が暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成3年法律第77号）第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。（交付要綱第3条第9号）
４　交付要綱第6条第3項により、審査会の結果に基づき補助金を交付することが適当でない場合等、不採択となる場合があることを十分に理解し、同意のうえ申請を行います。また、その結果に対して異議申し立てを行わないこと、ならびに不採択となった場合であっても、本補助金の申請に要した経費等について一切請求しないことをここに誓約します。
５　事業を完了したときは、実績報告書を公募要領に従って必要な添付書類とともに商工会長に提出し、その内容に虚偽がないこと。（交付要綱第8条）
６　本申請にあたり、美祢市に対して市税の課税並びに納付の状況を照会・調査することに同意します。
７　本申請に係る審査および事務手続きに必要な範囲において、美祢市、商工会および外部有識者等を含む審査会が、申請書類に記載された個人情報を閲覧・利用することについて、異議申し立てを行わないことに同意します。なお、当該個人情報は、法令に基づく場合を除き、関係者以外の第三者に申請者の同意なく提供されることはありません。
８　本申請にあたり、提出した内容が真実かつ正確であり、交付要件をすべて満たしていることを誓約します。万が一、上記事項のいずれかに該当しないことが判明した場合、または申請内容に虚偽もしくは事実と異なる記載があった場合、ならびにその他本補助金に関する交付要綱等の規定に違反する行為があった場合には、商工会長から交付された補助金の交付決定が取り消され、交付済みの補助金の全部または一部について返還請求がなされても、これに異議を申し立てないことを誓約します。
　　本宣誓同意書の内容に虚偽や不正があった場合は補助金の申請を取り下げます。補助金支給後に発覚した場合は補助金を返還します。
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